
常陸太田市地域公共交通利便増進実施計画（変更部分）の概要②

◆ 地区毎（常陸太田、金砂郷、水府）に運行日及び出発時間を設
定した形態から３地区内を自由に運行する形態に変更（拡充）
する。

◼ 高齢化の進展や路線バスによる移動が困難な方等への日常生活の移動手段として、乗合タクシー等のドア・ツー・
ドアサービスへの需要が高まっているため、事業拡充を行い、利便性向上を図る。

2023年10月変更の乗合タクシー運行区域 事業内容

運行区行 運行日

常陸太田地区 火・木曜日

金砂郷地区 水・金曜日

水府地区 水・金曜日

出発時間

第1便 8：30 第2便 10：00

第3便 11：30 第4便 13：00

第5便 14：30 第6便 16：00

運行台数

4台/各便（18台/日が上限）

常陸太田地区

常陸太田地区、
金砂郷地区及び
水府地区を自由
に移動

水府地区

金砂郷地区

運行区行 運行日

常陸太田地区

金砂郷地区

水府地区

火～金曜日

運行時間

8：00～17：00

運行限度台数

7台/日

※祝日も運行。
年末年始（12/29～1/3）は運休。

※祝日も運行。
年末年始（12/29～1/3）は運休。

◆ 利用者の利便性向上、オペレーター・運転手の負担軽減等を目的
にAIによる予約・運行システムの運用を開始


